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中
国
に
お
け
る
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
事
業
へ
の
予
算
の
透
明
性
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

旧
日
本
軍
が
中
国
で
遺
棄
し
た
と
さ
れ
る
化
学
兵
器
（
以
下
、
「
遺
棄
化
学
兵
器
」
と
い
う
。
）
の
処
理
事
業
（
以
下
、

「
処
理
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
た
め
、
二
〇
〇
四
年
四
月
に
大
手
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
の
Ｐ
Ｃ
Ｉ
が
百
％
出
資
し

て
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
機
構
（
以
下
、
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
設
立
さ
れ
た
。
右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

「
機
構
」
が
「
処
理
事
業
」
に
従
事
す
る
様
に
な
っ
た
の
は
い
つ
か
ら
か
。

二

一
の
以
前
に
は
、
外
務
省
の
外
郭
団
体
で
あ
る
日
本
国
際
問
題
研
究
所
（
以
下
、
「
国
問
研
」
と
い
う
。
）
や
、
Ｐ
Ｃ
Ｉ

と
他
の
企
業
と
の
共
同
企
業
体
が
政
府
と
契
約
を
結
び
、
「
処
理
事
業
」
を
請
け
負
っ
て
い
た
と
承
知
す
る
が
、
一
の
以
降

も
「
国
問
研
」
や
企
業
共
同
体
は
「
処
理
事
業
」
に
関
与
し
て
い
る
か
。

三

政
府
は
「
機
構
」
と
「
処
理
事
業
」
に
つ
き
ど
の
様
な
契
約
を
結
ん
で
い
る
か
。
契
約
の
形
態
と
、
そ
の
契
約
額
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

四

「
機
構
」
は
特
別
背
任
罪
な
ど
の
容
疑
で
昨
年
東
京
地
検
の
捜
索
を
受
け
た
と
承
知
す
る
が
、
「
機
構
」
が
具
体
的
に
ど

の
様
な
容
疑
を
か
け
ら
れ
、
現
在
「
機
構
」
へ
の
取
調
べ
は
ど
の
様
な
状
況
に
あ
る
の
か
、
政
府
は
把
握
し
て
い
る
か
。

五

「
機
構
」
が
四
の
状
況
に
あ
る
今
も
、
政
府
は
「
処
理
事
業
」
を
「
機
構
」
に
委
託
し
て
い
る
の
か
。一



六

そ
も
そ
も
「
遺
棄
化
学
兵
器
」
の
所
有
権
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

七

第
二
次
世
界
大
戦
で
我
が
国
が
無
条
件
降
伏
し
た
こ
と
を
受
け
、
中
国
大
陸
に
お
け
る
旧
日
本
軍
は
武
装
解
除
さ
れ
、
全

て
の
兵
器
、
財
産
は
旧
ソ
連
と
中
国
に
没
収
ま
た
は
接
収
さ
れ
た
と
承
知
す
る
が
、
確
認
を
求
め
る
。

八

「
遺
棄
化
学
兵
器
」
の
所
有
権
は
少
な
く
と
も
我
が
国
に
は
な
く
、
従
っ
て
我
が
国
に
は
「
処
理
事
業
」
を
行
う
義
務
も

な
い
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

九

平
成
十
一
年
に
「
処
理
事
業
」
が
始
め
ら
れ
て
か
ら
本
年
で
十
年
目
と
な
る
が
、
我
が
国
が
「
処
理
事
業
」
を
請
け
負
う

こ
と
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

十

「
処
理
事
業
」
は
い
つ
頃
終
了
で
き
る
か
。
政
府
の
見
通
し
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
一

本
年
四
月
十
四
日
付
の
新
聞
に
よ
る
と
、
「
処
理
事
業
」
に
投
じ
ら
れ
た
資
金
は
本
年
度
分
を
含
め
計
約
八
百
四
十
億

円
に
上
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
政
府
は
今
後
更
に
ど
れ
だ
け
の
資
金
を
「
処
理
事
業
」
に
費
や
す
考
え
か
。

右
質
問
す
る
。

二


